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示している。2011 年 7 月のノルウェー連続テロ事件のように、西洋社会におけるムスリム移民の
問題が解決しないなかで、彼らの動態に密着している著者の研究を、今後も注視していきたい。
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　イラン・イスラーム共和国は 1979 年、イスラーム的価値観に基づく体制・社会をめざすイラン
革命の結果、誕生した国家である。この革命によって、50 年以上にわたり西欧的近代化を推進し
てきたパフラヴィー朝は崩壊し、革命の中心的指導者であったホメイニーが提唱する「法学者の統
治」を基本理念に据えるイスラーム共和国憲法が制定された。国家の樹立と憲法の成立が共に国
民投票に基づいており、一院制の議会を有するイランは、民主主義国家である。しかし革命から
30 年以上が経過してもなお、多くの人権保護団体は、イランの人々が抑圧されその人権が制限さ
れていると主張する［FH 2011; HRW 2011］。特に、ヴェールに代表されるイスラーム式服装の着用
義務化や家族保護法の撤廃は、革命が女性にもたらした負の側面としてしばしば取り上げられ［ナ
フィーシー 2006］、イラン女性の権利に関する研究も増加した［Afary 2009; Mir-Hosseini 2004, など］。
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　本書は、イラン・イスラーム共和国において女性が自らの権利をどのように理解しているかを
テーマにした研究である。著者はイラン系アメリカ人であり、弁護士として活躍したのち 2002 年
にスタンフォード大学で文化人類学の博士号を取得し、2002 年以降ワシントン大学で法人類学や
ジェンダー、女性問題など幅広い分野で教鞭をとっている。弁護士時代、中東の女性が「助けを必
要とする存在」と自明視されていることに気付いた著者は、「権利」という概念が曖昧であり、権
利を取り巻く政治や文化には関心が払われていない状況に疑問を抱く。そこで本書は、テヘランの
現地調査で得た女性の語りの民族誌的な分析を通して、女性の権利をめぐる議論が生じてきた歴史
的および政治的背景を明らかにすることを目的としている。
　本書の構成は以下の通りである。

序章　　人権と文化的慣習
第 1章　イランにおける「女性の権利」の系譜
第 2章　国家の形成――女性の参加と権利をめぐる対話
第 3章　クルアーン集会――「文化的な活動を行うこと」
第 4章　権利の獲得――イスラーム的家庭裁判所での権利に関する語り
第 5章　実践とその結果――法律を書くこと /法律を正すこと
第 6章　人権――様々な場所での駆け引きと終わらない議論
終章　　議論の紛糾と顕現する「女性の権利」

　まず序章と第 1章で、全体の問題意識や方法論、歴史的背景が述べられる。第 2章は、権利をめ
ぐる議論の歴史的経緯を扱う。続く第 3章～第 5章は、女性が権利を語る場所の具体例として、ク
ルアーン解釈の集会、家庭裁判所、弁護士事務所を取り上げる。著者によれば、女性が権利につい
て語る空間を、ハーバーマスが述べたところの「公共圏」（public sphere）ではなく、「公共の『諸
所』」（public “sites”）とすることで、イスラームと共和制との結合から生まれる多様性を捉え得る。
第 6章では、人権をめぐる言説がどのような形で普及しているのかが議論の中心となっている。終
章で、全体の議論がまとめられている。以下において、各章の内容を概観していく。なお、評者は
イラン女性の宗教実践を通した社会参加に研究の関心がある。このため、女性がクルアーン解釈を
通して権利についての認識を再構築し、イラン社会でどう生きるべきか模索する姿を描いた第 3章
を重点的に扱う。
　序章が提示するのは、イラン女性が使う「権利」や「人権」は欧米的な文脈で用いられる「権
利」と同義なのか、イスラームと共和制が結合するイランの中で生じる権利はどのようなものか、
という問題意識である。著者によれば、イラン社会の中流階級に属する女性の日常生活を考察すれ
ば、女性が自分の権利をどう認識しているかが明らかになる。なぜなら、権利についての話題は日
常生活のあらゆる場所に存在するからである。
　第 1章は、パフラヴィー朝期からのイランの歴史をたどりながら、女性の権利をめぐる議論が政
治的・歴史的流れの中で形成されていった過程を明らかにする。1906 年のイラン立憲革命からイ
ラン革命まで、女性の権利という用語は国内外両方において近代化の重要な指標であり、革命後も
イスラーム的な権利と共和主義的な権利を語る上での重要なキーワードであった。その結果、女性
の法的地位や権利は、一般の人々も関心を抱く話題になったとする。
　第 2章が描くのは、国家体制に対する大衆の意識を形成してきた歴史的出来事である。著者は、
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イスラーム共和国の創設につながり、現在のイランでの様々な議論を引き起こす要因となった政治
的事件を記述する。また、女性の人権を扱う活動家たちの語りを通して、女性は「自分たちは生ま
れながらにして権利を授かった、自立した個人である」との認識を持っていることを明らかにす
る。さらに、女性たちの間に公的領域という観念が浸透している点に気付いた著者は、女性は自ら
が公的領域に影響力を及ぼす人間という自覚を持ち、逆に公的領域も自分たちの生活に影響しうる
ことを認識していることを述べる。
　第 3章は、第 2章で指摘された公的領域と私的領域の相互関係の事例として、都市部で開かれて
いる女性のための女性によるクルアーン解釈の集会を取り上げる。この女性だけの集会が、どのよ
うに対話と議論の場になっているかを分析するのが本章の主題である。
　著者が調査対象とした集会に参加していたのは、年齢や職業、信仰の度合いが異なる様々な女性
たちであり、ノートを取ったりクルアーンを読み込んだり、意見を熱心に述べたりと参加の仕方や
態度も様々であった。この一見雑多な空間が、女性にとっては知識を獲得し再生産するための実り
多い場所になっていると著者は指摘する。宗教的知識や権力を独占し、イスラーム社会における女
性の理想像を常に提示してくるウラマー等の宗教勢力は、しばしば女性に圧迫感やストレスを与え
る。著者がここで述べる圧迫感とは、イスラーム式服装等の物理的なものではなく、「イスラーム
によって正当化された、女性の身体に対する国家の統制」に由来するものである。しかし、ウラ
マーの助けを借りずにクルアーンを解釈し、そこに書かれている女性の権利についてお互いに意見
を交換することによって、女性はイスラームが権利をどう規定しているのかを知り、必要な権利を
国家に要求できるようになる。
　集会に参加する女性たちは、ウラマーの解釈とは別に自分たち自身でクルアーンの解釈をし、権
利に関する独自の認識を作り上げている。つまり、女性は単なる知識の受け手ではなく作り手とし
て、これまでは国家のみが関与していた権利についての語りに参加しているのである。
　第 4章と第 5章では、前章のクルアーン解釈の集会とは対照的な場として家庭裁判所と弁護士
事務所が取り上げられる。著者によれば、法律に関する場所でも権利に対する女性の認識が顕在化
するからである。イスラームと共和制、つまりシャリーアと民法制度の接合点である裁判所は、イ
スラーム共和国が持つ独特の性質を具現化した場所である。女性はそこで不満の声を上げ法律の是
正を求め、国家の法への取り組みに対する妥当性を問う。裁判所は、女性の主体性を生み出す場だ
という。一方弁護士事務所でも、弁護士と依頼人女性の間で権利についての活発な意見交換がなさ
れ、両者がこの対話によって新たに法律を定式化している。著者は、これら二つの場所が今日のイ
ランにおける多様な法律解釈や運用の舞台となっており、この多様性を歴史や政治が形作ってきた
ことを述べる。
　第 6章では、これまで検討の対象となっていた女性が権利についての認識を形成してきた背景や
過程とは異なり、実際に人権をめぐる語りがどのように用いられているかが焦点となっている。こ
こで著者はイラン国家に焦点を当て、権利をめぐる様々な議論を通して国家が権利についてどのよ
うな認識を持っているかを明らかにする。イラン国家は人権について語る際、その聞き手としてイ
ランの国民だけでなく欧米の人権保護団体も想定している。国家が権利という問題に精通してお
り、自国民の権利の適切な扱い方をわきまえていることを、国際的にアピールするためだという。
人権や権利といった問題は、ある国家が民主的か否かの世界的な指標となっているためである。
　終章では本書の結論として二点が挙げられている。一つは、女性の権利に関して議論をする際、
政治がその土台や背景となっている点である。もう一つは、イスラームと共和制の結合を生み出し
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たイラン革命が「女性の権利」を社会問題化したのであり、この問題化の文脈を把握することが、
女性が国家に対し自らの権利をどう主張するかを理解するために不可欠な点である。著者によれば
本書は、イランを急進的イスラーム主義国家とするのではなく議論の対象となっている用語そのも
のを再考し、東洋対西洋、前近代対近代といった単純な二項対立構造から抜け出そうとした試みな
のである。

＊
　本書の最大の功績は、以下二点である。一つ目は、権利の主体に着目した点である。著者はイラ
ン女性の権利というテーマを論じるにあたって、権利を規定する法律を作る側ではなく、権利を持
ちそれを使う側に焦点を当て、権利を行使する主体となる女性の認識を分析対象とした。従来の研
究は、宗教勢力が女性の権利をどのように把握しているか［ミール=ホセイニー 2004］、イラン革
命後にいかに女性の権利が縮小・消失したか［Afary 1981, など］を分析しているものが多く、権
利を有する主体である肝心の女性が取り上げられることはまれであった。しかし、著者は女性自身
による権利の捉え方に注目し、女性が権利を使うだけではなく、権利の再解釈と再構築を行ってい
る点を指摘したのである。二つ目は、権利が構築される場の多様性に着目した点である。著者は女
性が権利について語る場を「公共の『諸所』」（public “sites”）と捉え、そこでの女性の語りを民族
誌的に記述した。これにより、読者はリアリティを伴った女性の権利の実態を理解することが可能
となっている。
　課題として挙げられるのは、本書が中流階級の女性のみを分析対象としたために、考察の結果に
偏りが生じていることである。著者は権利というトピックが日常生活のあらゆる場面で語られると
自ら指摘しているにもかかわらず、たとえば下層階級の女性は革命に起因する社会的な制約の影響
を受けていないうえ、普段の生活に追われて権利には関心を持っていないとする。しかし著者自身
の指摘を踏まえれば、権利が語られる場面の多様性は、空間ではなく社会的属性にもあてはめるこ
とができる。中流階級だけではなくどの階級の女性も自分が持つ権利に関心を抱き、認識を形成し
ている事実が見落とされているのである。たしかに下層階級の女性が公共の場で活動する機会は、
中流階級女性のそれと比較して少ないかもしれない。だが政府が女性の権利に関して出す様々な規
定は、あらゆる社会的地位の女性に影響を与えている。いうまでもなくイラン社会には様々な階層
の人々が存在しているため、中流階級女性だけの意見だけをもってイラン社会の女性による権利認
識を描写することは不可能である。
　2009 年夏に行われた大統領選挙の結果をめぐって、イランでは保守派の政府と一部の改革派の
国民との間で衝突が生じた。改革派の政府に対する抗議運動は、昨年末からの中東市民革命の影響
も少なからず受けて未だ収まらず、街頭でのデモが続いている。政府と国民の間だけではなく、以
前からささやかれていたアフマディーネジャード大統領とハーメネーイー最高指導者の対立もます
ます深まっている。今後も著者が述べたイスラームと共和制の融合は存続するのか、「宗教と共和
制との革新的な関係」はどのような展開を迎えるのか。そして、このような状況下で女性は自らの
権利をいかに把握し、再構成していくのか。本書は、これらの問いへのヒントを読者に提供してく
れる、優れた一冊である。
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